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　核燃料サイクル開発機構の業務品質保証活動の
概要を以下に報告する。

１．はじめに

　品質保証を推進する組織として，１９９７年４月１
日に旧動力炉・核燃料開発事業団本社に理事長直
轄の品質保証推進室が設置された。その後，１９９８
年１０月１日のサイクル機構発足に伴い，名称を品
質保証推進部と改め，業務品質保証活動を推進し
ている。別紙１に品質保証推進部の業務を示す。

２．活動の経緯

　サイクル機構においては従来から日本電気協会
電気技術指針「原子力発電所の品質保証指針
（JEAG4101）」に準拠して，原子力施設の安全性，信

頼性及び受注製品等の品質確保のための活動を行
ってきた。
　しかしながら，もんじゅのナトリウム漏えい事
故，東海事業所のアスファルト固化処理施設の火
災爆発事故等の度重なる事故及びその後の対応の
不手際によりサイクル機構の信頼が失墜したこと
を踏まえて，保証すべき品質の対象を施設等の品
質からサイクル機構の業務全体に拡大し，すべて
の業務の「質」を向上すべきであるとの認識にた
ち，旧来の「品質保証管理規程」を見直し，品質
保証システムに関する国際規格（ISO9000），環境
マネジメントシステムに関する国際規格
（ISO14001）の精神を盛り込んだ「業務品質管理
規程」を制定し，業務品質保証活動を展開している。
　この業務品質保証活動においては公衆・環境の
安全及び社会的信頼の確保を前提とした原子力開
発業務の「質」を確保するために業務に要求され
る品質（以下，要求品質）を定め，その達成に向けた
活動を推進している。業務品質保証活動の体系と
品質保証推進部の推進・支援活動を図１に示す。
　理事長方針として要求品質のうち特に重要なも
のを「業務品質方針（要求品質５項目）」として
制定した。（別紙２参照）

３．業務品質保証活動

　サイクル機構の業務品質保証活動の特徴を以下
に示す。
（１）適用の範囲
　サイクル機構の業務全般を対象として設定され
た要求品質を達成するための業務品質改善活動及
びその成果を定着させた日常の管理を適用範囲と
している。
（２）業務品質保証活動の推進体制
　業務品質保証活動の推進体制について図２に示
す。

　業務品質保証活動

第１６条　品質保証推進部は，以下の業務を行う。
（１）全ての業務を対象とした，業務品質保証活動の基本方
針の立案及び推進に関すること。

（２）業務品質保証活動に関する基本計画の立案及び推進に
関すること。

（３）業務品質保証活動の実施状況の調査及びその結果に基
づく指導，勧告等に関すること。

（４）品質監査の計画の立案及び実施に関すること。
（５）業務品質保証活動に関する情報の収集，不適合事象の
再発防止の水平展開に関すること。

（６）業務品質保証推進のための教育に関すること。
（７）品質保証に関する国際基準の認証取得活動等に対する
支援に関すること。

（８）国内外における品質保証活動の調査及び評価に関する
こと。

（９）経営管理サイクルの運営に関すること。

　　品質保証推進部の体制（２００１年１２月現在）
○部長　　　　１名
○主席　　　　２名
○部員　　　　９名
　　　合　計　１２名

別紙１　品質保証推進部の業務（組織規程からの抜粋）
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ａ．理事長
　業務品質保証活動の最高責任者であり，サイク
ル機構として重要な要求品質を定める。
ｂ．本社の本部長（副本部長）・部長，事業所長
（以下，部門長）
　業務品質保証活動を日常の管理に定着させ維持
していく責任者
ｃ．業務品質保証推進スタッフ
　業務品質保証活動の推進に関して，部門長から直

接指示を受け，自部門の活動の企画，調整，指導，実
施状況の把握・評価を行い，部門長の補佐をする。
（３）業務品質診断会
　要求品質の達成状況を確認し，改善プロセスに
ついて必要な指導をするため理事長診断会及び部
門長診断会を実施している。
ａ．理事長診断会
・理事長が各部門の問題点を直接把握し問題解
決につなげる場

・関係者全員を巻き込んだ議論を一同に会して
行うことによる部門間連携，上下の連携を実
現する場

図１　業務品質保証活動の体系と品質保証推進部の推進・支援活動

業 務 品 質 方 針
核燃料サイクル開発機構　
　理　　事　　長　　　　

原子力は，エネルギーセキュリティーの確保と地球環境問
題への対応の両面から，今後とも必要不可欠なエネルギー
源です。この認識の下，核燃料サイクル開発機構は原子力
の研究開発のフロントランナーとして，自ら実用的な成果
を生みだし世界に貢献して行かなければなりません。
この与えられた使命に応えて行くため，私自らの指導の下，
現場第一線まで業務品質改善活動を展開し，「機構の業務運
営方針」のうち次の「要求品質」に照らして重点的に業務
の実態をチェックし，業務の「質」を改善することを宣言
します。
【要求品質】
○事故の未然防止
○経営者から現場第一線までの意識・情報の共有化
○適正かつ効率的な業務運営の仕組みの確立
○地元に理解される業務運営
○社会のニーズに即した開発と技術移転

別紙２　業務品質方針（要求品質５項目）

図２　業務品質保証活動の推進体制
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・部門横断的なテーマを扱う場
・従業員の意識改革につなげる場
　なお，外部の品質保証の専門家に参加しても
らい，指導を受ける。

ｂ．部門長診断会
・部門長が自部門の問題を直接把握し，問題解
決につなげる場

（４）品質監査
　業務品質保証活動の実施状況及びその有効性に
ついて監査し，サイクル機構業務の安全かつ適正
な運営を確保するために品質監査を行ってきた。
１９９８年度から監査対象を施設の品質保証から業務
の品質保証に範囲を拡大して，業務品質改善成果
の定着・維持の状況を監査している。品質監査に
は，全社的に行うサイクル機構監査と部門長が行
う自主監査がある。
ａ．サイクル機構監査
　品質保証推進部長，その他理事長が任命する者
（監査の職）がリーダーとなって監査チームを編成
して実施する監査である。
ｂ．自主監査
　部門長が指名する者が実施する監査である。
（５）業務品質保証活動の推進方法
ａ．業務品質の改善
　業務品質の改善については，１９９７年度～１９９９年
度は以下のとおり実施してきた。
　各部門は，要求品質の達成状況を把握するため
の管理尺度，管理目標と具体的な取組計画を盛り
込んだ「業務品質改善実施計画」を策定し，業務
の品質改善活動を実施した。
ステップ１：理事長がサイクル機構業務の要求品

質を設定
ステップ２：部門長が要求品質達成のための業務

品質改善活動を以下のように推進
　・全社の要求品質を部門長，部長，課長の業務

品質に展開
・要求品質達成上の問題点の把握
・要因の分析
・対策の立案，実施
・対策効果の評価
・評価結果の対策への反映

　なお，１９９９年度より経営管理サイクルと業務品質
改善活動を合わせて「業務推進・品質改善目標リス
ト」に一体化した形で，年度業務実施計画を策定し，
中間実績の確認や年度実績の確認を行っている。

ｂ．改善成果の定着・維持
　各部門長は業務品質改善の成果を日常の管理に
定着させるため，各種規定，要領書を制定，改訂
する。
（６）指導会の実施
ａ．位置付け
　理事長診断会が経営トップによる業務品質改善
活動の方向付けを行うものであるのに対して，指
導会は重要な個別問題を解決し，具体的改善成果
をあげるものである。
ｂ．ねらい
　具体的には，事業所目標の達成を目指し，重要
な個別問題（改善を要するが，自らの知識・経験
だけでは解決できない個別問題）を外部専門家の
指導を通じ解決することによって，問題解決手法
の習得と最適な改善のモデルを作ることをねらい
としている。
（７）ISOの認証取得・維持活動の推進
　サイクル機構の設立に際して，理事長が定める
サイクル機構の運営方針の中で「国際規格（ISO）
の認証取得を目指す」ことを決定した。
　すでに，ふげん，人形，大洗の３事業所が
ISO14001の認証（各々１９９９年１２月９日付，２０００年
２月１０日付，２０００年６月２８日付）を，さらに東海
プルトニウム燃料センター及び建設工務管理部が
ISO9001（このうち，建設工務管理部は２０００年改
訂版）の認証（各々２００１年３月８日付，２００１年１１
月２２日付）を，同再処理センターがISO9002の認
証（２００１年９月６日付）を取得した。また東海事
業所全体としてISO14001及びOHSAS18001（労働
安全衛生マネジメントシステム）への取組みを実
施している。一方，東濃地科学センターでは，
ISO14001の認証取得を目指し準備中である。
　品質保証推進部では，認証取得を目指す各事業
所・各部門の進捗状況をフォローしつつ，参考と
なる情報を提供するとともに，従業員の導入教育，
実務者研修，内部監査員養成研修等の教育を行う
などの支援を実施している。
（８）業務品質保証に関する教育の実施
　業務品質保証活動を推進し，業務の「質」を高
める意識高揚を図るため，この活動の中核的な役
割を担う管理・監督者層を中心に業務品質保証に
関する教育を実施している。

（本社：品質保証推進部）


